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令和元年第５回久万高原町議会定例会 

令和元年 ９月１１日 

○議事日程 

  令和元年９月１１日午前９時２９分開議 

 日程第１  議案第７３号 久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷さんさん」基金 

              条例の制定について 

 日程第２  議案第７４号 久万高原町景観条例の制定について 

 日程第３  議案第７５号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に 

              関する条例の制定について 

 日程第４  議案第７６号 久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

 日程第５  議案第７７号 久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正 

              する条例の制定について 

 日程第６  議案第７８号 久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

              を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７  議案第７９号 久万高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

              運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制 

              定について 

 日程第８  議案第８０号 久万高原町予防接種事故調査委員会条例の一部を改正する 

              条例の制定について 

 日程第９  議案第８１号 久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定に 

              ついて 

 日程第10  議案第８２号 平成３０年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

 日程第11  議案第８３号 平成３０年度久万高原町立病院事業会計決算の認定につい 

              て 

 日程第12  議案第８４号 平成３０年度久万高原町立老人保健施設事業会計決算の認 

              定について 

 日程第13  議案第８５号 平成３０年度久万高原町簡易水道事業会計決算の認定につ 

              いて 
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 日程第14  議案第８６号 令和元年度久万高原町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第15  議案第８７号 令和元年度久万高原町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第16  議案第８８号 令和元年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第17  議案第８９号 令和元年度久万高原町訪問看護事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第18  議案第９０号 令和元年度久万高原町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第19  議案第９１号 令和元年度久万高原町立病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第20  議案第９２号 久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第21  議案第９３号 久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第22  議案第９４号 久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第23  議案第９５号 久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第24  議案第９６号 久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第25  議案第９７号 久万高原町教育委員会委員の任命について 

 日程第26  報告第１３号 平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 日程第27  報告第１４号 平成３０年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

 日程第28  報告第１５号 平成３０年度久万高原町の教育に関する事務の点検評価報 

              告について 

 日程第29  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

 

○出席議員（１２名） 

   １番  髙 橋 末 廣         ２番  岡 部 史 夫 

   ３番  天 野 辰 晴         ４番  田 村 昭 子 

   ５番  川 崎 勝 弘         ６番  熊 代 祐 己 

   ７番  玉 井 春 鬼         ８番  瀧 野   志 
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   ９番  大 原 貴 明         10番  中 野 克 仁 

   11番                  12番  中 川 武 志 

   13番  日 野 明 勅 

 

○欠席議員（０名） 

 

○説明のため出席した者 

 町 長  河 野 忠 康    副 町 長  髙 山 稔 明 

 教 育 長  小 野 敏 信    総 務 課 長  佐 藤 理 昭 

 総務課総合戦略監兼  田 村 裕 子    保 健 福 祉 課 長  西 森 建 次 

 情報政策推進室長 

 建 設 課 長  猪 上 浩 明    環 境 整 備 課 長  釣 井 好 春 

 林 業 戦 略 課 長  菅   隆 則    住 民 課 長  林   克 也 

 ふるさと創生課長  木 下 勝 也    農 業 戦 略 課 長  篠 﨑 慶 太 

 会 計 管 理 者  中 川 茂 俊    病院事業等統括事務長  渡 部 定 明 

 教育委員会事務局長  辻 本 元 一    消防本部消防長  高 野   貢 

 代 表 監 査 委 員  菅   洋 志 

 

○議会事務局 

 事 務 局 長  山 下 元 司 

 



 

－ 4 － 

事 務 局  （朝 礼） 

 

議  長  本日の出席議員は１２名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

                         （午前９時２９分） 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

議  長  日程第１、議案第７３号「久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷さんさ

ん」基金条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７３号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を



 

－ 5 － 

いたしました。 

 

議  長  日程第２、議案第７４号「久万高原町景観条例の制定について」を議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７４号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７４号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３、議案第７５号「消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、所管の常任委員会に付託の上、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７５号は、所管の常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 

議  長  日程第４、議案第７６号「久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（林住民課長を指名） 

 

林 課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７６号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７６号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第５、議案第７７号「久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７７号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７７号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第６、議案第７８号「久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７８号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい
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と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第７、議案第７９号「久万高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７９号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第８、議案第８０号「久万高原町予防接種事故調査委員会条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第８０号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第９、議案第８１号「久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例
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の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第８１号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することとしたいと思

いますが、異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８１号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第１０、議案第８２号「平成３０年度久万高原町一般会計及び特別会計

歳入歳出決算の認定について」から、日程第１３、議案第８５号「平成３０年

度久万高原町簡易水道事業会計決算の認定について」までの４件は、関連があ

りますので、一括議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８２号から議案第８５号までの４件は、一括議題とする

ことに決定をいたしました。 

議案第８２号「平成３０年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

の認定について」から、議案第８５号「平成３０年度久万高原町簡易水道事業

会計決算の認定について」までの４件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（中川会計管理者を指名） 

 

中川会計  議案第８２号「平成３０年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出決算 

管 理 者 の認定について」 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度久万高原町一般会

計及び特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に

付する。 

令和元年９月１０日提出 久万高原町長。 

提案理由でございますが、歳入歳出決算につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の定めによりまして、毎年度、監査委員の審査意見をつけて議会の

認定に付することとなっております。今年度も、一般会計及び特別会計の決算

書を審査していただきましたので、その審査意見の概要を報告し、議案の説明

とさせていただきます。 

それでは、「平成３０年度久万高原町歳入歳出決算及び基金運用状況審査意

見書」の１ページをお願いします。 

審査の概要でございますが、審査の対象は、平成３０年度久万高原町一般会

計と１０の特別会計です。 

審査の期間は、令和元年８月５日から２１日までのうち４日間。 

審査の方法ですが、１、全ての計数は正確であるか。２、予算の執行は議決

の趣旨に沿って適正かつ効率的に行われているか。３、会計事務は関係法規に
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基づき、合法かつ適切に処理されているか。４、財産の管理は適切になされて

いるか、などの項目に主眼を置き、照合、検証、また関係職員からの聞き取り

等により、審査していただきました。 

２ページ、３ページに、審査結果及び審査意見をいただいております。 

それでは、２ページ４行目からになりますが、平成３０年度の一般会計の決

算総額は、歳入、９４億１，１６４万５，０００円、対前年比１０．１％の減。

歳出、８４億３，１７４万５，０００円、対前年比１３．０％の減。歳入と歳

出の差引である形式収支は、９億７，９９０万円、形式収支から翌年度へ繰り

越すべき財源を除いた実質収支は、６億４，７１３万円となっています。 

９行目になりますが、増額の主な要因として、歳入におきましては、特別交

付税３，２０５万５，０００円の増、災害復旧費県補助金９，３９５万６，０

００円の増、繰越金７，９５３万６，０００円の増など。 

１１行目になりますが、歳出においての増額要因といたしましては、し尿処

理施設緊急修繕工事６，４９６万２，０００円の増、公共土木施設災害復旧事

業費１億１，８１５万４，０００円の増、農業用施設災害復旧事業費９，１３

５万７，０００円の増などが挙げられます。 

下段のほう、下から３行目になりますが、普通会計の主要な財政指数では、

財政力指数が、０．１７５、経常収支比率は８８．９％で、１．６ポイントの

増、公債費負担比率は１３．１％で、０．１ポイントの減。実質公債費比率は

１１．６％で、０．５ポイントの増となりましたが、将来負担比率はゼロ％を

下回り、平成２８年度に引き続き、該当なしとなっており、ほぼ全ての指標に

おいて健全な状況です。 

３ページをお願いします。 

特別会計の全体決算額は、歳入３９億８，２５６万４，０００円、歳出３７

億７，４８５万５，０００円。歳入と歳出の差し引きである形式収支は、２億

７７０万９，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収

支も形式収支と同額の２億７７０万９，０００円となっています。 

４行目になりますが、審査の結果、関係諸帳簿及び調書類と符合しており、

計数は正確で、会計事務及び財産管理についても、久万高原町財務規則に準拠

しており、適正に処理されているものと認めていただきました。 
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また、事務処理手続においても、おおむね適切に行われているものと認めて

いただきましたが、総括として、次のような御指摘をいただいております。 

決算から見た事業効果について、十分な検証を行い、課題については、今後

の方向性を明らかにして対処するとともに、各種事業の計画的な推進と執行管

理に努められたい。 

税、料の徴収にあっては、人口減少に伴い減少する一方だが、貴重な自主財

源の確保のため、引き続き収納対策として、資産の差し押さえ等の対策を強力

に進め、税の不公平感をなくす努力を望む。 

地方を取り巻く現状は、人口減少、少子高齢化、頻発する自然災害などによ

り、厳しい環境となっているが、行財政改革や歳出抑制の努力を行う中で、常

に事務事業の見直しを行い、優先度の高い事業から取り組むなど、限られた財

源の中にあっても、健全で安定した町政運営に努めることを強く望む。 

今後も町民の安心・安全が確保されることを前提としたまちづくりに取り組

んでいただくことを期待する、との御意見をいただいております。 

４ページからは、決算の概要等を記載していただいております。また、年度

別の決算状況等を比較いたしました平成３０年度決算説明資料を添付しており

ますので、後ほどお目通しください。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長  （渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部統括  議案第８３号「平成３０年度久万高原町立病院事業会計決算の認定につい 

事 務 長 て」。 

平成３０年度久万高原町立病院事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第

４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

令和元年９月１０日提出 久万高原町長。 

提案理由でございますが、病院会計の決算につきましては、地方公営企業法

の定めにより、毎年度、監査委員の審査意見をつけて、議会の認定に付するこ

ととなっております。 

今年度も、決算について審査していただきましたので、その審査意見の概要
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について御報告申し上げ、議案説明とさせていただきます。 

それでは、ページをめくっていただき、平成３０年度久万高原町立病院事業

会計決算審査意見書の１ページをお願いいたします。 

審査の概要でございますが、１．審査対象は、平成３０年度久万高原町立病

院事業会計決算で、事業収益が９億５３２万３，７０１円、事業費用、９億１，

８９９万８，４６２円、差し引き、マイナス１，３６７万４，７６１円となっ

ております。 

２．審査の期間は、令和元年８月２１日の１日間です。 

３．審査の方法については、１、地方公営企業法等関係法令に基づいて運営

されているか。２、決算報告書及び財務諸表は適正に表示されているか。３、

会計処理は適法な手続により行われているか、などに重点を置き、決算諸表、

関係諸帳簿、証書類について調査し、説明を聴取して審査をいただきました。 

２ページ目に、審査結果及び審査意見をいただいております。 

１行目をごらんください。 

審査した結果、関係諸帳簿等と符合し、計数も正確に処理され、事業運営に

ついても、適正に執行されている。 

また、上浮穴診療圏における中核病院として、保健活動への積極的な参加や、

在宅診療、訪問看護、介護福祉施設等との連携により、地域の包括的な医療の

推進に努め、事業運営がなされていると認めていただきました。 

次に、下から２行目でございますが、現在も、経営改善も努力が見られるが、

さらに医師及び看護師等の医療従事者の確保に努め、町の基幹病院として、町

民の健康管理と福祉の向上に一層の努力をするとともに、地域に愛され、信頼

される病院を目指して、健全な病院運営に努められることを強く望む、との意

見をいただきました。 

３ページから５ページは、決算の概要等を記載していただいております。 

そのあとに決算書を添付しておりますので、後ほどお目通しください。 

以上で、議案の説明を終わります。 

 

議  長  （渡部病院事業等統括事務長を指名） 
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渡部統括  議案第８４号「平成３０年度久万高原町立老人保健施設事業会計決算の認定 

事 務 長 について」。 

平成３０年度久万高原町立老人保健施設事業会計決算を、地方公営企業法第

３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

令和元年９月１０日提出。久万高原町長。 

提案理由でございますが、老人保健施設事業会計の決算につきましては、地

方公営企業法の定めにより、毎年度、監査委員の審査意見をつけて、議会の認

定に付することとなっております。 

今年度も、決算について審査いただきましたので、その審査意見の概要を御

報告申し上げ、議案説明とさせていただきます。 

それでは、ページをめくっていただき、平成３０年度久万高原町立老人保健

施設事業会計決算審査意見書の１ページをお願いします。 

審査の概要でございますが、１．審査の対象は、平成３０年度久万高原町立

老人保健施設事業会計決算で、事業収益、２億９，５６８万２，４９３円、事

業費用、３億４１１万５，５９９円、差し引き、マイナス８４３万３，１０６

円となっております。 

２．審査の期間は、令和元年８月２１日の１日間です。 

３．審査の方法ですが、１、地方公営企業法等関係法令に基づいて運営され

ているか。２、決算報告書及び財務諸表は適正に表示されているか。３、会計

処理は、適法な手続により行われているか、などに重点を置き、決算諸表、関

係諸帳簿、証書類について調査し、説明を聴取して、審査をいただきました。 

２ページ目には、審査結果及び審査意見をいただいております。 

１行目をごらんください。 

審査した結果、関係諸帳簿と符合し、計数も正確に処理され、事業運営につ

いても、適正に執行されているとお認めいただきました。 

次に、下から４行目をごらんください。 

入所はほぼ満床で、通所利用者の増加も限界がきているため、さらなる運営

事業収益は困難な状況となっている。 

また、施設の各箇所が老朽化により、修繕等の維持管理、安全・安心への対

策等に費用を要しているが、今後の施設管理計画の検討が望まれる。 
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今後は、本施設の設置目的に沿って、経営のあり方を検討し、適切な介護及

び機能訓練、その他必要な医療等を提供し、適切な施設運営に努力していただ

きたいとの意見をいただきました。 

３ページから５ページには、決算の概要書等を記載していただいております。

そのあと、決算書を添付しておりますので、後ほどお目通しください。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長  （釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案第８５号「平成３０年度久万高原町簡易水道事業会計決算の認定につい

て」。 

平成３０年度久万高原町簡易水道事業会計の決算を、地方公営企業法第３０

条第４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけ、議会の認定に付する。 

令和元年９月１０日提出 久万高原町長。 

提案理由でございますが、事業会計決算につきましては、地方公営企業法の

定めによりまして、毎年度、監査委員の審査意見をつけて、議会の認定に付す

ることとなっております。 

簡易水道事業につきましては、平成２８年度から事業会計での決算となって

おります。 

平成３０年度の決算につきまして、監査委員さんに審査していただきました

ので、審査意見の概要を御報告申し上げ、議案の説明とさせていただきます。 

それでは、平成３０年度久万高原町簡易水道事業会計決算審査意見書の１ペ

ージをお願いします。 

審査の概要でございますが、１．審査の対象は、平成３０年度久万高原町簡

易水道事業会計決算です。 

事業収益、４億２，２４９万４，８５０円、事業費用、４億３，１６５万８，

６６７円、差し引きマイナス９１６万３、８１７円となっております。 

２．審査の期間、令和元年８月１９日の１日間です。 

３．審査の方法ですが、１、地方公営企業法等関係法令に基づいて運営され

ているか。２、決算報告書及び財務諸表は、適正に表示されているか。３、会



 

－ 18 － 

計処理は、適法な手続により行われているか、などに重点をおき、決算諸表、

関係帳簿、証書類について、調査、聴取、審査をいただきました。 

２ページをお願いします。 

審査結果及び審査意見。 

監査委員の審査結果及び審査意見をいただきましたので、御報告申し上げま

す。 

平成３０年度久万高原町簡易水道事業会計の決算を審査した結果、本決算は、

関係諸帳簿と符合し、計数も正確に処理され、事業運営においても、適切に処

理されているとお認めいただきました。 

審査意見書、下から６行目のところになりますが、簡易水道事業施設は、全

体で６８施設あり、今年度も施設の老朽化に伴う施設の改修や、管路等の布設

替え工事を実施しており、今後も計画的な施設に改修により、適切な維持管理

に努めていただきたい。 

経営の効率化、健全化を図るとともに、老朽化した施設の計画的な更新と、

地元が管理する施設の維持管理に努め、利用者に安心・安全な水の安定提供を

図れるように努力していただきたい。 

また、水道料金の収入未済額については、引き続き、他部署と連携し、徴収

率の向上に努めていただきたいとの意見をいただきました。 

３ページからは、決算の概要等が記載されております。また、そのあとには、

決算書を添付しておりますので、後ほど、お目通しください。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長  それぞれの提案理由の説明が終わりました。 

ここで、それぞれの議案につきまして、総括的な質疑を行いたいと思います。 

まず、議案第８２号「平成３０年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳

出決算の認定について」の質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 
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瀧野議員  それぞれの会計について、御報告をいただきましたが、料の関係で不納未済

額、それから歳入未済額、不納欠損、そこらあたりの数字がどのようになって

おるか、委員会を開催するまでに、それぞれの課から提出をしていただきたい

というふうに思います。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  それでは、瀧野議員の御質問にお答えします。 

今いただきました内容につきまして、それぞれ一般会計、特別会計全て、そ

れぞれの課で、歳入未済額、それから不納欠損について、総務課のほうでまと

めまして、特別委員会までに提出をしたいと思います。 

 

議  長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

 

議  長  続きまして、議案第８３号「平成３０年度久万高原町立病院事業会計決算の

認定について」の質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

 

議  長  続きまして、議案第８４号「平成３０年度久万高原町立老人保健施設事業会

計決算の認定について」の質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

 

議  長  続きまして、議案第８５号「平成３０年度久万高原町簡易水道事業会計決算

の認定について」の質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第８２号から議案第８５号までの、平成３０年度決算認定４件について

は、７名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、付託の上、閉会中の継続

審査とすることにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８２号から議案第８５号までの平成３０年度決算認定４

件は、７人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して、閉会中の継

続審議とすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、久万高原

町議会委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 
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したがって、決算特別委員会の委員の選任については、議長が指名すること

に決定しました。 

それでは、決算特別委員会の委員の選任は、議会事務局長に朗読させます。 

 

（山下事務局長を指名） 

 

山下局長  朗読します。 

決算特別委員会の委員に、髙橋末廣議員、岡部史夫議員、田村昭子議員、熊

代祐己議員、瀧野 志議員、中野克仁議員、中川武志議員、以上７名の方を指

名します。 

 

議  長  休憩中に委員会を開いて、正副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報

告願います。 

委員会は、年長議員が臨時に委員長の職務を代行してください。 

しばらく休憩をいたします。           （午前１０時２９分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午前１０時４４分） 

休憩中に開催されました決算特別委員会において、委員長に田村昭子議員、

副委員長に中野克仁議員が互選されましたので、御報告いたします。 

なお、本委員会は閉会中に審査し、次の定例会に委員長報告をお願いします。 

 

議  長  日程第１４、議案第８６号「令和元年度久万高原町一般会計補正予算（第３

号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき歳入・全般説明 
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議案に基づき歳出説明 

（２款１項 目） 

（３款１項 目） 

（３款２項 目） 

（４款１項 目） 

（６款１項 目） 

（６款２項 目） 

（７款１項 目） 

（８款１項 目） 

（８款２項 目） 

（８款３項 目） 

（９款１項 目） 

（１０款１項 目） 

（１０款２項 目） 

（１０款３項 目） 

（１０款４項 目） 

（１０款５項 目） 

（１０款６項 目） 

（１１款１項 目） 

（１１款２項 目） 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

それでは、歳出について、何か御質問があれば。 

 

（なしの声） 

 

議  長  それでは、歳入について、質問ありませんか。 
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（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  自動車取得税が減額されとるという説明がありましたが、町は軽油税や取得

税あたりの収入があるわけです。共助による公共交通空白地有償運送の説明が、

暮らしづくりか何かのときにありましたが、高齢者の足の確保について、随分、

前からいろいろ議論をされておるようですが、いつまで経ってもこれができな

い。 

東京都では、交通事故防止のための装置が３万３，０００円ぐらいで取りつ

けれる。それの９割を都は補助しておる。免許証を返納される方、そうたくさ

んは、私はおいでんと思うんですが、前回も返納された方に対して、タクシー

代１万円とかいうんじゃなくて、中川議員の質問の中で、それじゃあ配偶者に

も、その点については何とかされたらどうですかと、再三聞きましたが、単独

事業でやられるにも変わりませず、町長はそれは認めませんという答弁であっ

たというふうに思います。 

町にこれだけの歳入があるわけですから、町民の皆さんに対して、何年も何

年もこのままで高齢者の問題をほっとるわけですが、公約の問題や、いろんな

問題がこの間から出ておりますが、町長が、今こそですね、町民のために大事

なことは、自らやりますということを言ってもらいたいし、このことはほって

おけない事案だと、私は思うんですね。 

東京都がいち早く、多くの高齢者の事故がありましたから、当然、ああいっ

たことになったんでしょうが、これは早く取り組むべきやと。それと、田舎で

もし免許証がなくなったら、高齢者の行動範囲は随分狭くなりますし、本当に

その人の人生そのものが、早くなくなるんじゃないかと、本当に心配しておる

わけです。 

このことについて、町長はどのように考えておるか、お聞きをいたします。 

 

議  長  理事者の答弁を求めます。 

 

（河野町長を指名） 
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町  長  高齢者の事故が多いゆえに免許返納制度、これは警察等々とも連携しながら

推し進める中で、そうはいいながらも、足がなくなった場合には、大変日々の

生活に困るというような。 

その中で、先般、年間１万円、３年にわたってお渡ししますよということで、

それは全ての、タクシーも含めて、公共交通機関に使えるようなシステムでご

ざいまして、おおむねこういうような反響をいただいているところでございま

す。 

今の御指摘は、前にも質問が出たわけでございますけれども、配偶者の方に

もというようなお話がございましたけれども、一方で、考えないといけないの

は、そのときも申し上げましたけれども、免許証を当初から持っていない方も

いらっしゃるわけでございますから、その辺の不公平感をどう是正をしていく

か、その辺の課題もあるわけでございまして、今、お話がございましたけれど

も、今の段階で、こうしますというような、具体的な返答はいたしかねるとこ

ろでございます。 

ただ、さらに交通事故が、悲惨な事故が本当に頻発をいたしておりますし、

お話があったように、自動車におきましても、踏み間違いを防止する装置も、

今はもうほとんど標準装備のような形で進んでいるようでございますから、こ

れについては、これから検討もしてまいりますけれども、今日現在のところで、

じゃあそれをこうしますというふうには、お答えはできないところでございま

して、その点については、先ほど申し上げましたようなところもございますか

ら、御了承をいただき、今後の研究材料とさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  本当に残念でなりませんが、これははっきり言って、議会だよりにも載るだ

ろうし、町民の皆さんが、本当に免許証返納については、山の奥のほうに住ん

でおいでる方に、さあ、ほいじゃ免許証がなくなったらどうなるんかな。今ま

で亡くなっていったお年寄り、本当、多くの人が免許証を返納したばっかりに

生きがいがなくなったりして、本当に早く亡くなっとる人、たくさん私は見て
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きました。 

このことは、大変大切なことだと思うんですね。今の町長の答弁聞きよった

ら、全然現実味がない。本当に、はっきり言うて、自分のお父さんが生きとい

でったら、どう思うんかな。 

本当に免許証がなくなって、友達にも会いに行けん、行きたいところにも行

けん、大変なことやと思うんですね。 

今聞いたから、わかりませんじゃいう問題やなしに、高齢者の足の問題、前

から検討しよるんですよ。随分前から。いつまでたってもできんじゃないです

か。 

ほんなら、どっちかの方法で、高齢者の足が確保できるように、理事者とし

て責任があると思います。 

もう一遍答弁してください。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  お気持ちはよく分かるところでございますし、ただ、免許返納制度も、これ

は強制的ではないわけでございまして、交通事故が多いという認識のもとに、

高齢者の方々が自主的に返納をしていただく、今、制度になっております。 

そこら辺の整備のことも関連するわけでありますし、また一番効果的な方法

は、どういうふうにしていけばいいのか。瀧野議員がおっしゃったところは、

確かにそうでありましょうし、かつて認知症が発症しているけれども、足がな

いから運転をせざるを得ないというような、切実な話もあったところは承知も

いたしているところでございまして、それをカバーするための免許返納制度を

設けて、それで金額が適当かどうか、検証、十分にはできてありませんけれど

も、３年間にわたってその費用を行政が負担をしていくと、そういう制度を今、

取り入れたところでございます。 

今、申し上げましたように、御指摘の点あると思いますから、これは今、繰

り返しになりますけれども、今の段階で、じゃあこうしますということは、ち

ょっとお答えはできませんけれども、今後の研究を重ねていきたいということ

で、答弁にかえさせていただきたいと思います。 
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議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  あくまで、言葉を荒げて言いましたが、今、町全体の経営者である町長が、

本当に困っておる町民のために、何とかする気持ちがないということを、今、

はっきり言われたと思うんですが。公務員、それから町長も我々も特別職の公

務員。町民の福祉の向上、これは我々の使命である。 

そういった流れの中で、隣近所のおじいさん、おばあさん、町全体の高齢者

の皆さん、本当に困っておる姿を見て、何も感じない。それはおかしいと。そ

れを本当に思うんであれば、もう少し心のこもった答弁があってしかるべきや

と思います。 

やる気がないんだったら、結構です。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  そんなつもりはありません。あなたと同じように、高齢者の足については、

心配をいたしているつもりでありますけれども、さっき申し上げましたように、

じゃあ免許証がない方との整合性というのもあります。 

考え方として、例えばそれにかわるものとすれば、全国でも今、採用もされ

ておりますけれども、コミュニティバス等々の運行をしていく等々も考えられ

るわけでございまして、それについては、これからどのようにしていけばいい

かを、しっかりと検討していけばいいと思いますし、そのきっかけとして、面

河の運営協で、これは限定的であって、路線バスの停留所まででありますけれ

ども、そういう取り組みも始められているわけでございますから、これを契機

として、今、申し上げましたようなコミュニティバス、そういったものを導入

できないか。これについては、検討をしてまいりたいと思います。 

繰り返しになりますけれども、高齢者の皆さんの福祉について、私は考えて

ないことはありませんので、そのことはしっかりと申し上げておきたいと思い

ます。 

以上でございます。 
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議  長  瀧野議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

のただし書きの規定によって、特別に発言を許します。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  実際に質問した内容についての答弁は、はっきりしてないと思うんですね。 

３万３，０００円少しだったと思いますが、事故防止の装置がそれぐらいで

あると。それを、東京都はその９割を補助してやる。 

久万高原町でその９割の補助がいかんのであれば、例えば３割でも、半分で

も、検討して、そういうことがあるんであれば、取り組んでみたいとか、そう

いうふうな答弁はないわけですよね。 

だから、具体的にそういう説明して、久万高原町、自動車の税もいろいろ入

ってきよるし、それはそれなりに高齢者に対して、高齢者いうけど、高齢者の

皆さんの中にも税を払わなかった人もおいでるかもわからんけど、久万高原町

のために何十年も一生懸命頑張ってきてくれた町民の皆さんですね。 

私は、議員がこういう質問をすることによって、町長が自らやりたいことの

一つに入れてやったらいいんじゃないですか。それを全くないとはどういうこ

となんですか。検討します、検討しますいうて今まで言うてきたけど、何かや

ったことありますか。私はないと思います。 

今、ここで決意を言うてください。できる、できん、補助金の９割を出す、

５割を出す、それはできんでも、何らかの対策をは立てる、気持ちぐらいはあ

るんじゃないんですか。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  今、申し上げたように、高齢者の方の足をどうしていくかについては、これ

はあなたと同じように、私も久しく持っているつもりです。 

今だから、東京都のことも、急にぽんと出されたわけで、そういうのがある

ことは承知はしておりますけれども、じゃあ、さっきも申し上げたように、全
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ての皆さんに、平等な原則に立っていけるかどうか、そのことも含めながら、

今申し上げたように、例えば、今、民間の伊予鉄南予バスさん、あるいは産業

公社、あるいは美川タクシーさんあたり、また面河タクシーさんも懸命に頑張

っていただいておるわけでございますけれども、その方々ともこれから協議し

ながら、さっき申し上げましたように、停留所じゃなくて、手を挙げれば簡単

に乗せていただけるようなコミュニティバス等々の導入もあるわけですから、

そこら辺も総合的に勘案しながら、検討をしてまいるということで、今日の返

事にかえさせていただきたいというふうに思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  公共交通の、町民の皆さんも含んだ問題については、議会に対する請願があ

って、議会で委員会決議をして、町にこれは申し出る。それで立ち上がった協

議会。 

それも途中でほって、面河の運営協議会に任せてしもて、いつになったらで

きるんですか。８０の高齢者が、２０年の将来あるんですか。何十年もあるん

なら、いつまでも待ちますけれども。町長がここで答弁したって、いつまでた

ったってできへん。これで町民は待てますか。 

町長、これはやる気があるんなら、期限も切ろうし、そうやっていつも答弁

されるけど、できたことはないですよ。 

そやけん、高齢者の、例えば免許証を返すいうことは大変やと。このことに

ついて、どういうことを思とるかを、まず答弁してくれんと。その３万３，０

００円出す気がないと。だけど、くしくも我々が乗っとる車は、最初からあた

りそうになったらとまりますよ。 

そやけど、高齢者が乗っとる車は、あたりそうになってもとまらんけん、事

故が起きるわけで、いうたら、装置をつけるのに３万３，０００円そこそこ出

したらあるわけです。お金で解決するわけですよ。 

昨日も言うたように、８億３１０万円もかけて、１円の補助金もない消防署

をつくって、町の耐震を２億５，０００万でやって。そうでしょう、給食セン

ターもそう。補助金もないのに４億近い金をかけてやって。そやけど、実際に、
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町民が今、困っとる金、少々の金が出せんいうことは、私はないと思う。 

それ、もう一回答弁してくださいよ。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  だから、今おっしゃられた施設についても、これはもう必要だと思っており

ますことを、まず申し上げておきたいと思います。 

今の課題については、これはもう切実な課題でございます。今日議員がこの

場で提案されたことでありますから、今、直ちに、じゃあいつまでにというよ

うな返事もいたしかねるわけでございます。 

そのあたり、研究をさせていただきたいというしか、今、これはもう答えら

れないわけでございます。 

繰り返しに、再三申し上げますけれども、この問題については、どうしてい

けばいいのか。高齢者の事故が起こるたびに、この間も高齢者の方ゆえにとい

うようなところもあるようでございますけれども、一方で被害者の方が、厳罰

に処してほしいというようなところも、テレビに大きく取り上げられておりま

した。 

これは切実な問題でございますから、そのあたりは、今直ちに、申し上げま

したように、これは大切な課題であろうと思いますけれども、今ここで、じゃ

あいつまでにという返事はいたしかねますといったことを言ったわけで、気持

ち的には、同じように高齢者の頻発する事故、それから足、どうしていけばい

いのか。限界集落も増えております。買い物難民も増えているわけでございま

すから、いろんな方々も、提案もいただいております。 

例えば、路線バスに買い物をついでに、一緒に行うようにいたして、そうい

う制度も、取り組みも始めていただいておりますし、また農協を初めとして、

町内を小まめに回っていただいて、買い物ができない方へ、そういったものを

販売すると、そういったところも、今、路線もかなり張りめぐらされているよ

うに思ってもいるところでございます。 

あわせて今、そういう御指摘もあったところでございますから、これについ

ては、しばし時間をいただいて、研究をさせていただきたい、そういうふうに
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申し上げているわけですから、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  ある方のお話なんですけれども、政治家は有権者に夢を与えるべきだ。当然、

私もそう思っています。この町にも、今、瀧野議員も言われたように、戦後復

興、大変厳しい中、そして地域を盛り上げるため、町を守るために頑張ってき

た。そして、議会の中でも本当に粉骨砕身頑張ってこられた方、それぞれの方

が、今、高齢者という一つの文字の中に入っています。 

町のために、地域のために頑張ってきた方が、今、高齢者という一つの文字

の中で、なかなか、町のために頑張ってきたにもかかわらず、報われるために

やってきたわけじゃないんです、地域のためにやってきた。それがなかなか、

時のリーダーの判断ひとつで、できたりできなかったりする。 

やはり、リーダーは、有権者に対して夢を与える、それが僕は一番大事だと

思っています。 

そこで、町の夢を語るときに、今回、地域ＩｏＴ実装推進事業補助金が計上

されております。 

昨日も申し上げましたが、町の主産業である農・林に対しても、今回、総務

省から来られた田村室長の肝いりで、いち早くこういう事業が予算化を見たと

いうことでございます。 

ですから、各課、例えば農業の部門においても、例えば国が推進する実装事

業、そういう推進事業に対しても手を挙げていらっしゃるのかいらっしゃらな

いのか。 

ですから、農林にかかわらず、ぜひ田村室長にお願いしたいのは、スピード

を上げていただくようにしていただかないと、例えば盛り土をして、後でどこ

かにごみが詰まって土地が陥没したとか、そういうことにつながらないように、

本当にこれからの持続可能な町を創っていくためにも、ＩＣＴをどう生かして

いくかというのは非常に大事でありますし、田村室長の存在によって、そして
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いろんな、各省庁が出しておる事業、そしてこの町に合う事業を、ぜひ引っ張

ってきていただきたいと思いますが、室長の御所見をお伺いします。 

 

議  長  （田村総務課総合戦略監兼情報政策推進室長を指名） 

 

田村室長  ただいまの岡部議員の御質問にお答えいたします。 

私も、いろいろな国の施策、ＩＣＴについては、国の施策がたくさんござい

ますので、それを組み合わせて、有利な条件でできるようなものを探して、取

り組んでいきたいというふうに思っております。 

また、昨日の説明の繰り返しにもなってしまいますが、林業で、今回、取り

組む事業というのは、ネットワークの部分は、半分は町の持ち物ということに

なっておりますので、いろいろな展開ができるようなものとして、創り上げる

ものでございますので、林業での取り組みを見ながら、こんなこともできると

いうようなアイデアを、いろいろ現場からいただいて、その後で国のそれぞれ

の補助金などを当たって、事業化をしていくというようなことに取り組んでい

きたいと思っております。 

以上でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  総務課長、条例で町民の皆さんの御意見を聞くというところがあったと思う

んじゃが、間違いないですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  済みません、手元に確実なものがないので、はっきりとした答弁、差し控え

させていただきます。 
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議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  その条例は、確かにあると思いますし、合併して審議会も１回も開かれてな

い町です。町民の意見を聞くことがないように思うんですね。 

議会が幾ら意見を言うても、その意見が取り入れられたところが見えん。議

会、何十回開いたって同じことなんです。提案しても全然、それを検討、検討

したいうけど、１年間たって、たった１回、会議をしてきた。やる気がないと

いうことでしょう。 

これは問題じゃないんですか。議員が幾ら一般質問をしても。一般質問は、

議員が唯一できる、理事者との政策論争です。政策論争ですよ。 

町長がどういうふうな施策を持っておいでるのか、それも昨日、言うように、

言うたら公約の話もしました。 

公約の話もしたけど、実際に何と何と何をやりよいでるか、全くわからん。

それで、町民の皆さんの意見を聞く会もやってない。合併してから１５年。１

５年たったら、全てがなくなるんやね。特別交付金もなくなる。 

これは、町の運営として、総務課長、ちょっとおかしいんじゃないですか。

あなたは職員さんのトップに立っといでる方やし、全体を、副町長さんと検討

しながら運営をしていかないかん立場にあるんでしょうけれど、そこら辺につ

いてはどうなんですか。私は将来について、非常に不安を感じます。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の御質問にお答えをいたします。 

瀧野議員の御指摘のとおり、町民の意見をどう聞いていくかということは、

非常に重要な部分だというふうに思っております。 

我々としては、いろんな分野で、計画の策定でありますとか、いろんなとこ

ろでは各種委員会に、議会の代表でありますとか各種団体、それから町民の皆

さんの代表というところで、個々には一生懸命対応はしているつもりではござ

いますが、町全体のというところになりますと、ここは総務課の所管になると
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いうふうに、非常に痛感をしております。 

昨日、瀧野議員の御質問にありました、町の総合計画、そういったものが、

本来はもっと議会にあり、もちろん職員がそれをしっかりと把握して、それを

施策に生かす、そのための、木で言えば根幹になる部分だというふうに思って

おります。 

それをもとに、いろんな、各分野の実行計画があると、それぞれの実行計。

それに基づいて、我々は施策を実行していくと。その我々の施策が実行計画を

通して、町全体の総合計画のどこに位置づけられているのかといったところを、

私自身も、これから議会、それから町民の皆さんに、そこが、しっかりわかり

やすく説明することによって、まちづくりの全体の中での位置づけというとこ

ろが大事になってまいりますので、そこをしっかり、これからは私自身として

改善に努めていきたいというふうに思います。 

 

議  長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  歳入の２２款環境性能割交付金がございます。町税のほうでも入っておりま

す。この環境性能割という、税制改正に伴いということでしょうけれども、こ

の事業、どういう意味の交付金か、それとこの交付金がどういうことに使われ

ることを目的とされているのか、御説明をお願いします。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の御質問にお答えをいたします。 

今回、自動車税の関係で、税制改正ということで、税制改正することにより

まして、税収とか、これまであった交付金が減額されるというところに対して、

国がそれに対して、町の財政に対しての補償的な、補完的なというところで、

環境性能割交付金というのが、今回、創設されたということで、町全体にとっ

ては、これまでの自動車税、あるいは自動車に係る交付金が、全体で目減りす
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るものではないというふうに理解をしております。 

その上で、今回の交付金につきましては、これまでの自動車税でありますと

か、自動車に関する交付金、特例交付金といったものと同じように、目的につ

いては、使途は限定されておりませんので、町は一般財源として、予算措置は

行うこととしております。 

 

議  長  よろしいですか。 

歳入について、ほかに質疑ありませんか。 

よろしいですか。 

じゃあ、歳出について質疑いたします。 

ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。本案について、所管の常任委員会に付託の上、審査すること

にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８６号は、所管の常任委員会に付託することに決定をし

ました。 

 

議  長  日程第１５、議案第８７号「令和元年度久万高原町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（林住民課長を指名） 
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林 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８７号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第１６、議案第８８号「令和元年度久万高原町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

議  長  日程第１７、議案第８９号「令和元年度久万高原町訪問看護事業特別会計補

正予算（第１号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

議  長  日程第１８、議案第９０号「令和元年度久万高原町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９０号は、産業建設常任委員会に付託することに決定し

ました。 

 

議  長  日程第１９、議案第９１号「令和元年度久万高原町立病院事業会計補正予算

（第２号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９１号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

議  長  日程第２０、議案第９２号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任
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について」から、日程第２４、議案第９６号「久万高原町固定資産評価審査委

員会委員の選任について」までの５件は、関連がありますので、一括議題とし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９２号から議案第９６号までの５件は、一括議題とする

ことに決定しました。 

 

議  長  議案第９２号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について」か

ら、議案第９６号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

までの５件を、一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  議案第９２号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について」で

ございます。 

下記の者を久万高原町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいから、地

方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

令和元年９月１０日提出 久万高原町長。 

人事案件でございますので、住所、氏名等は空欄で提案させていただいてお

ります。御記入をお願いいたします。 

選任をいたす者は、 

住所 久万高原町露峰甲２７５５番地 

氏名 久万川滋 氏 

生年月日 昭和３２年２月６日でございます。 

提案理由ですが、本町固定資産評価審査委員会委員のうち、大原明義委員が

令和元年９月末をもって任期満了につき、その後任の委員の選任でございます。 
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久万川滋さんは、地域での信望も厚く、元農協部長職も務め、卓抜なる識見

を有していることから、今後、固定資産評価審査委員会委員として十分に御活

躍いただけるものと考えますので、今回、新たに選任いたしたく、提案するも

のでございます。 

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議案第９３号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任について」で

ございます。 

下記の者を久万高原町固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方

税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

令和元年９月１０日提出 久万高原町長。 

人事案件でございます。同じように空欄で提案をさせていただいております。

御記入をお願い申し上げます。 

住所 久万高原町下畑野川甲１５２２番地の４ 

氏名 名智清澄氏。 

生年月日 昭和２１年２月１６日でございます。 

提案理由ですけれども、固定資産評価審査委員会委員のうち、名智清澄委員

が令和元年９月末をもって任期満了になります。その後、その後任の委員の選

任でございます。 

名智清澄さんは、平成２２年１０月から、固定資産評価審査委員会委員とし

て御活躍をいただいております。引き続き選任したく、提案をするものでござ

います。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第９４号でございます。同じように、固定資産評価審査委員会

委員の選任でございます。 

御名前等々、申し上げます。 

住所は、久万高原町渋草５１６番地 

氏名 木下正行氏 

生年月日 昭和１１年１０月１５日でございます。 

木下正行氏におかれましては、平成２８年１０月から審査委員会委員として

活躍をいただいております。引き続き、選任したいと思いますので、提案を申
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し上げます。 

よろしくお願いを申し上げます。 

続きまして、議案第９５号でございます。同じように、評価審査委員会委員

の選任でございます。 

御氏名等々、御記入お願いします。 

住所 久万高原町黒藤川１５８８番地。 

氏名 田野典孝氏。 

生年月日 昭和２３年８月２５日です。 

田野典孝氏は、平成２５年１０月から、委員会委員として御活躍をいただい

ておりますが、引き続いて選任したく、提案するものでございます。 

よろしくお願いを申し上げます。 

議案第９１号、同じく評価審査委員会委員につきましてでございます。 

お名前を申し上げます。 

住所 久万高原町柳井川２１９２番地。 

氏名 古川久直。 

生年月日 昭和２３年５月２３日でございます。 

古川久直氏におきましては、平成１９年１０月から、委員会委員として御活

躍をいただいております。引き続き選任いたしたく、提案するものでございま

す。 

御審議のほど、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

それでは、議案第９２号について、これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 
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討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９２号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９２号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」は、理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  次に、議案第９３号について、これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９３号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９３号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」は、理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  次に、議案第９４号について、これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９４号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９４号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」は、理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  議案第９５号について、これより質疑を行います。 
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質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９５号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９５号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」は、理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  議案第９６号について、これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９６号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９６号「久万高原町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」は、理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  ここでお諮りします。 

１２時を過ぎましたが、時間を延長したいと思いますが、御異議ありません

か。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

時間を延長することにいたします。 

 

議  長  日程第２５、議案第９７号「久万高原町教育委員会委員の任命について」を

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  議案第９７号「久万高原町教育委員会委員の任命について」 

下記の者を久万高原町教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組
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織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

令和元年９月１０日提出 久万高原町長。 

人事案件でございますので、住所、氏名等は空白で提出をさせていただいて

おります。御記入をお願い申し上げます。 

住所 久万高原町渋草２５４２番地 

氏名 中川邦彦 

生年月日 昭和３２年１１月２０日 

提案の理由でございますが、教育委員会委員の中川 優氏は、令和元年９月

２９日をもって任期満了となるため、その後任委員でございます。 

中川邦彦氏は、人格高潔で、教育、学術及び文化に対し、高い見識を有して

おり、教育委員会委員として適任者でありますので、委員に任命したく、提案

するものでございます。 

御同意をいただきますよう、お願いを申し上げます。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９７号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９７号「久万高原町教育委員会委員の任命について」は、

理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第２６、報告第１３号「平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について」及び日程第２７、報告第１４号「平成３０年度決算に基づく資金

不足比率の報告について」は、関連がありますので、一括報告にしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、報告第１３号及び報告第１４号は、一括報告とすることに決定

しました。 

 

議  長  報告第１３号「平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」

及び、報告第１４号「平成３０年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て」を、一括報告とします。 

報告を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき報告 

 

議  長  理事者の報告は終わりました。 

これより一括して質疑を行います。 
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質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１３号「平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報告に

ついて」及び、報告第１４号「平成３０年度決算に基づく資金不足比率の報告

について」を終わります。 

 

議  長  日程第２８、報告第１５号「平成３０年度久万高原町の教育に関する事務の

点検評価報告について」を議題とします。 

報告を求めます。 

 

（辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  議案に基づき報告 

 

議  長  理事者の報告が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１５号「平成３０年度久万高原町の教育に関する事務の点検

評価報告について」を終わります。 

 

議  長  日程第２９、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題としま

す。 

お諮りします。 
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議会運営委員長から、久万高原町議会会議規則第７５条の規定により、別紙

のとおり、本会議の会期日程等、議会運営に関する事項について、閉会中の継

続調査の申し出がありましたので、了承したいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件は、承認すること

に決定しました。 

本定例会の付託議案について、各委員会は会期中に審査し、９月２０日の本

会議に委員長報告をお願いします。 

お諮りします。 

本日の会議は、これにて散会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、本日の会議は、これにて散会することに決定しました。 

本日はこれで散会します。            （午後 ０時１４分） 

なお、９月１２日は、午前９時３０分から総務文教厚生常任委員会、翌日１

３日は、午前９時３０分から産業建設常任委員会を、町民館２階議員控室で開

催、付託議案の審査をお願いします。 

また、９月２０日は、午後１時３０分から開会いたします。 

 

事 務 局  （終 礼） 

 

 

 


